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令和５年度 事業計画書 
 

Ⅰ 基本方針 

昨年は、ロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮によるミサイル発射、台湾を巡る米中対立の激

化等、我が国を取り巻く国際的な環境は騒然とした状況でありました。国内では、コロナ禍で

の大きな混乱から社会活動が正常化に向け動き始めましたが、電力料金や原材料価格の高

騰、円安、人手不足等、大変厳しい経営環境が続いております。 

自然災害に目を向けると昨年も、昨年も豪雨等による自然災害が発生し、３月には東北で

震度６強の地震が発生するなど、大きな被害が発生しました。新型コロナや自然災害で亡く

なられた皆様に謹んで哀悼の誠を捧げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し

上げます。 

砕石業は、社会インフラや建築物・構造物にとって不可欠な基礎資材である砕石を安定供

給する重要な役割を担う産業であります。我々には、持続可能な産業として、継続的に経済

の発展や国民生活の安定・向上を支える使命があります。 

一方で、砕石業界の問題点としては労働災害の防止策の徹底による死亡災害「ゼロ」に取

り組むものの、依然としてその目標の達成に至っておりません。 

協会会員は、砕石業が安全・安心な職場として、働き甲斐のある仕事になるように努めな

ければなりません。また、砕石は貴重な天然資源であるため、その余剰品や砕石副産物の

有効利用に努めるとともに、自然環境に配慮した事業を実施し、岩石採取跡地の植林等の推

進に努めなければなりません。 

以上の状況を踏まえ、本年度は、以下の事業を実施します。 

Ⅱ 事業計画 

１．情報収集・提供に関する事業 

（１）情報収集事業 

①統計 

自主統計としての砕石動態調査を行い、その結果の情報発信に努める。 

 

②学会等への参加 

一般社団法人資源・素材学会、骨材資源工学会などの関係する学会、他団体の発
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表会への参加などにより、砕石に関連する技術、品質等に関する情報収集を行う。 

 

（２）情報提供事業 

情報化時代の中で、公衆も意識した業界のイメージアップに資する以下の情報発信を

行う。 

①機関誌「砕石」を活用した情報提供をするとともに、ホームページの有効活用を図る 

②協会の公式チャンネル「砕石チャンネル」による公衆への採石業を身近に感じてもらえ

るような情報発信の継続 

③協会のホームページに希望する会員のホームページをリンクさせ、業界として一体感

のある情報発信の継続 

 

２．砕石技術の向上、品質確保、環境保全に関する事業 

 

（１）技術情報等の交流事業 

『砕石フォーラム２０２３（第４８回全国砕石技術大会[東京]）』の開催について 

令和５年１０月１７日(火)に「きゅりあん（品川区立総合区民会館）」（東京都品川区）に

おいて開催し、会員相互や関係行政機関、他業界、大学等の関係者と技術情報等の交

流を図る。 

 

（２）研修・講習事業 

① 公害防止管理者（一般粉じん関係）の資格認定講習の実施 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（公害防止管理者法）に 基づ

く環境省及び経済産業省の登録を受けた講習機関として、本年度は、９月から１１月に

かけて、東京都千代田区、大阪府大阪市、福岡県福岡市及び沖縄県那覇市の４か所

において講習を行う。 

② 道路用砕石の品質確保を進めるため、一般財団法人建材試験センターと共催して道

路用砕石（JIS A5001）の品質管理技術者講習を３か所において実施する。 

③ 採石業務管理者試験の受講準備のための e-Learningの実施 

採石業務管理者試験の合格率を向上させるため、インターネットを利用した学習形

態「e-Learning」を運用する。 

 

（３）各種研修会、講習会の実施 

ア 採石のための掘削作業主任者技能講習・能力向上講習 

イ 採石業務管理者受験準備講習 

ウ 採石技術・安全登録講習会の実施 

エ その他 
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（４）普及啓発事業 

     会員名簿（令和５年度版）を作成する。 

 

３．労働災害の防止・安全対策に関する事業 

 

（１）リスクアセスメントの定着促進 

平成２３年度に作成した「砕石事業所におけるリスクアセスメントの導入指針」を活用し

た労働災害の防止活動を推進する。 

 

（２）ベルトコンベヤ災害及び重機災害の防止対策の推進 

平成１９年度に作成した「ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル」や平成２２年度に

策定した「重機災害防止対策マニュアル」を活用した労働災害の防止活動を推進する。 

 

（３）採石のための掘削作業主任者能力向上講習の適確な実施 

平成２７年度に作成した「採石業における現場責任者（採石のための掘削作業主任者

および職長）能力向上テキスト」を活用した採石のための掘削作業主任者の能力向上講

習を実施する。 

 

（４）労働災害動向の集計・分析 

労働災害防止の基礎資料とするため、令和４年度の会員における労働災害の発生 

状況を分析する。 

また死亡災害に加え、４日以上の休業災害についての情報を収集し、各支部へとの

共通認識を構築する。 

 

（５）労働災害防止活動 

① 第１４次労働災害削減運動方針の周知等 

令和５年度を初年度とする第１４次労働災害削減運動方針（令和９年度まで）に基

づき令和５年度の方針を策定し、会員に周知して労働災害の削減を図る。 

② 砕石安全強調月間 

６月を準備期間として、７月を｢砕石安全月間｣とし、労働災害の防止の重要性を喚

起する。 

③ 安全標語の募集・選考、配布 

小学生、中学生及び従業員を対象に「安全標語」を募集し、短冊型ポスターを作製し、

会員に送付する。また、総会で標語を披露するとともに、機関誌「砕石」や砕石フォー

ラム資料に掲載し、入賞者のうち小中学生には図書カードを、従業員には商品券を贈

32－　 －



3 
 

 

（４）普及啓発事業 

     会員名簿（令和５年度版）を作成する。 

 

３．労働災害の防止・安全対策に関する事業 

 

（１）リスクアセスメントの定着促進 

平成２３年度に作成した「砕石事業所におけるリスクアセスメントの導入指針」を活用し

た労働災害の防止活動を推進する。 

 

（２）ベルトコンベヤ災害及び重機災害の防止対策の推進 

平成１９年度に作成した「ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル」や平成２２年度に

策定した「重機災害防止対策マニュアル」を活用した労働災害の防止活動を推進する。 

 

（３）採石のための掘削作業主任者能力向上講習の適確な実施 

平成２７年度に作成した「採石業における現場責任者（採石のための掘削作業主任者

および職長）能力向上テキスト」を活用した採石のための掘削作業主任者の能力向上講

習を実施する。 

 

（４）労働災害動向の集計・分析 

労働災害防止の基礎資料とするため、令和４年度の会員における労働災害の発生 

状況を分析する。 

また死亡災害に加え、４日以上の休業災害についての情報を収集し、各支部へとの

共通認識を構築する。 

 

（５）労働災害防止活動 

① 第１４次労働災害削減運動方針の周知等 

令和５年度を初年度とする第１４次労働災害削減運動方針（令和９年度まで）に基

づき令和５年度の方針を策定し、会員に周知して労働災害の削減を図る。 

② 砕石安全強調月間 

６月を準備期間として、７月を｢砕石安全月間｣とし、労働災害の防止の重要性を喚

起する。 

③ 安全標語の募集・選考、配布 

小学生、中学生及び従業員を対象に「安全標語」を募集し、短冊型ポスターを作製し、

会員に送付する。また、総会で標語を披露するとともに、機関誌「砕石」や砕石フォー

ラム資料に掲載し、入賞者のうち小中学生には図書カードを、従業員には商品券を贈

4 
 

呈する。 

 

（６）各地区における安全講習・研修、パトロール等の実施 

 

 

 

（７）中央労働災害防止協会の労働災害防止事業の活用 

ＫＹＴ研修会、リスクアセスメント研修会等への参加など、労働災害防止の各般の事業

を活用する。 

 

（８）鉱山の災害等情報の活用 

会員における保安活動の活性化及び質の向上に資するよう、経済産業省から入手す

る鉱山における災害等情報の詳報を迅速に会員に提供する。 

 

４．一般事業 

（１）軽油引取税の免税措置への取り組み 

軽油引取税の課税免除措置は砕石業にとって極めて重要な税制優遇措置である。 

令和６年度の税制改正要求で、令和６年３月末に期限を迎える同制度について、その

令令和和55年年度度研研修修・・講講習習等等計計画画　　　　（（　　全全国国　　計計　　））

計 北海道 関東 北陸 東海 関西 中国 四国 九州
1 掘削作業主任者技能講習

回　数 7 1 2 1 1 1 1
参加人数 130 10 30 15 30 15 30

2 掘削作業主任者能力向上講習

回　数 4 2 1 1
参加人数 105 45 30 30

3 採石業務管理者受験準備講習

回　数 16 1 3 1 1 2 1 1 5
参加人数 350 10 35 10 10 85 10 15 95

4 採石業務管理者研修・講習

回　数 15 2 3 1 1 1 1 5
参加人数 501 23 85 10 20 50 8 245

5 労働災害防止に係る研修・講習

回　数 23 3 5 2 5 1 1 6
参加人数 657 40 60 30 195 50 7 275

6 その他の研修・講習

回　数 20 3 3 1 3 3 6
参加人数 543 32 60 30 55 46 305

7 安全パトロール

回　数 69 20 14 2 13 1 3 15
参加人数 983 107 187 54 133 15 45 408
事業所数 467 96 96 24 41 8 12 156

8 その他

回　数 13 1 5 1 1 5
参加人数 228 10 72 12 10 124
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延長を、政府与党、地方自治体等に強力に要請する。 

 

（２）委員会活動 

①本部 

以下の委員会が、それぞれの事業を総括する。 

ア  総務委員会 

会務の円滑かつ健全な運営（機関誌、ホームページ等による広報活動、会費

問題を含む） 

イ  技術・安全委員会 

砕石業界の取り組むテーマの選定及び研究事業の検討、労働災害削減の推

進、砕石フォーラムの運営 

ウ  全国優良採石事業所等の表彰審査委員会 

資源エネルギー庁長官表彰候補の審査及び選考並びに表彰状の交付申請 

エ  公害防止管理者（一般粉じん関係）資格認定講習管理委員会 

講習実施計画の策定、科目別担当講師の選解任、講習修了者の認定 

    ②地方本部及び支部 

地域の実情・課題に合せた委員会活動を行う。 

 

（３）表彰等 

次の表彰を実施する。 

   ① 資源エネルギー庁長官表彰 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部の推薦により優良採石事業所、優良採
石功労者及び優良採石従事者を表彰 

   
 ② 経済産業局長表彰（各地域の経済産業局長） 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部等の推薦により優良採石事業所、優良
採石功労者及び優良採石従事者を表彰 

  
  ③ 会長表彰（（一社）日本砕石協会会長） 

（一社）日本砕石協会の支部及び地方本部の推薦により業界功労者、 
長期勤続表彰（２０年、３０年）、安全管理功労表彰（優良事業所、優良事業者）を表
彰並びに功労者に感謝状を贈呈 
 

   ④ 地方本部長表彰（（一社）日本砕石協会地方本部長） 
（一社）日本砕石協会の支部等の推薦により安全管理功労表彰（優良事業所、優

良事業者）を表彰 
   

 ⑤ 支部長表彰（（一社）日本砕石協会支部長） 
協会の正会員の推薦により長期勤続表彰（２０年、３０年）及び安全管理功労表彰

（優良事業所、優良事業者）を表彰 
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（４）行政への協力・連携等 

 

① 監督官庁等からの情報収集 

   

② 集計作業の受託 

資源エネルギー庁から、各経済作業局で取り纏めたデータ（採石法施行規則第１１条

報告）の集計作業を受託する。 

 

③ 採石法施行業務研修等への講師の派遣 

経済産業省資源エネルギー庁が実施する都道府県、市町村及び経済産業局の採石担

当官を対象とした研修等に本協会役員を講師として派遣し、業界の現状及び課題等を教

授するとともに担当官等との連携を図る。 

 

④ 災害時における応急対策業務に関する協定の締結 

     本協会の社会貢献を促進する等のため、関係機関と協定の締結を進める。 
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